
構構造造改改革革特特区区ににおおけけるる農農業業経経営営にに関関すするる協協定定書書（（案案））  
  

  遠遠野野市市（（以以下下「「甲甲」」とといいうう。。））及及びび○○特特 ○○定定 ○○法法 ○○人人 ○○のの ○○名名 ○○称称 （（以以下下「「乙乙」」とといいうう。。））はは、、構構造造改改革革特特別別区区域域法法

（（平平成成 1144 年年法法律律第第 118899 号号））第第 44 条条第第 88 項項のの規規定定にによよるる認認定定をを受受けけたた構構造造改改革革特特別別区区域域計計画画（（日日本本ののふふるる

ささとと再再生生特特区区））にに基基づづきき甲甲がが乙乙にに貸貸しし付付けけるる農農地地又又はは採採草草放放牧牧地地（（以以下下「「農農地地等等」」とといいうう。。））ににおおいいてて、、乙乙がが

行行うう耕耕作作又又はは養養畜畜のの事事業業のの適適正正かかつつ円円滑滑なな実実施施をを確確保保すするるたためめ、、次次ののととおおりり協協定定をを締締結結すするる。。  

  

  （（事事業業のの内内容容並並びびにに農農地地等等のの所所在在及及びび面面積積））  

第第 11 条条  乙乙はは、、構構造造改改革革特特別別区区域域計計画画（（日日本本ののふふるるささとと再再生生特特区区））にに基基づづきき、、甲甲かからら借借りり受受けけたた次次表表右右欄欄のの

農農地地等等ににつついいてて、、そそれれぞぞれれ次次表表左左欄欄にに掲掲げげるる内内容容のの耕耕作作又又はは養養畜畜のの事事業業をを行行ううももののととすするる。。  
事事業業のの内内容容  左左のの事事業業にに供供すするる農農地地のの所所在在及及びび面面積積  

（（例例））  

畑畑作作（（施施設設園園芸芸作作物物））  
（（例例））  

字字○○○○○○ののううちち概概ねね○○○○ヘヘククタターールル  

  

  （（地地域域のの農農業業ににおおけけるる法法人人のの役役割割分分担担））  

第第 22 条条  乙乙はは、、当当該該地地域域のの農農業業のの維維持持発発展展にに関関すするる話話しし合合いいのの活活動動へへのの参参加加をを求求めめらられれたた場場合合はは、、特特段段

のの事事情情ののなないい限限りり、、そそのの活活動動にに参参加加すするるももののととすするる。。  

２２    乙乙はは、、前前条条のの農農地地等等がが受受益益をを受受けけるる道道路路、、水水路路、、たためめ池池等等のの共共同同利利用用施施設設をを含含むむ地地域域のの共共同同利利用用施施

設設のの建建設設、、維維持持管管理理等等にに関関すするる取取りり決決めめをを遵遵守守すするるももののととすするる。。  

３３    乙乙はは、、前前 22 条条のの役役割割をを担担ううたためめ、、乙乙のの行行うう耕耕作作又又はは養養畜畜のの事事業業にに常常時時従従事事すするる役役員員ののううちち 11 名名ををそそのの

任任にに当当たたららせせるるももののととすするる。。  

  

  （（協協定定のの実実施施のの状状況況等等ににつついいててのの報報告告にに関関すするる事事項項））  

第第 33 条条  乙乙はは、、甲甲にに対対ししてて、、第第 11 条条のの事事業業のの実実施施状状況況ににつついいてて、、同同条条にに掲掲げげるる事事業業のの内内容容ごごととににそそのの事事業業

にに供供ししたた農農地地等等のの面面積積、、作作物物ごごととのの生生産産量量、、家家畜畜飼飼養養頭頭羽羽数数、、業業務務執執行行役役員員のの状状況況等等をを毎毎事事業業年年度度のの

終終了了後後 33 ヶヶ月月以以内内にに報報告告すするるももののととすするる。。  

２２    乙乙はは、、前前条条二二条条及及びび前前 11 項項ののすすべべてて又又ははいいずずれれかかのの定定めめにに抵抵触触すするるここととととななっったた場場合合はは、、速速ややかかにに

甲甲ににそそのの旨旨連連絡絡すするるももののととすするる。。  

３３    乙乙かからら前前項項のの連連絡絡をを受受けけたた甲甲はは、、乙乙のの実実行行ででききなないい事事情情をを調調査査しし、、そそのの事事業業にに応応じじたた対対応応策策をを一一定定

期期間間内内にに講講じじるるここととをを乙乙にに指指示示すするるももののととすするる。。  

  

  （（実実地地調調査査等等））  

第第 44 条条  甲甲はは、、第第 11 条条にに規規定定すするる乙乙のの耕耕作作又又はは養養畜畜のの事事業業のの実実施施状状況況をを確確認認すするるたためめ、、必必要要にに応応じじてて実実

地地のの調調査査、、農農業業委委員員会会かかららのの聞聞きき取取りり等等にによよるる調調査査をを行行ううももののととすするる。。  

２２    甲甲はは、、前前項項のの調調査査にによよりり乙乙がが前前三三条条のの定定めめにに違違反反ししてていいるるとと認認めめたた場場合合はは、、前前条条第第 33 項項にに準準じじてて乙乙にに

対対応応策策をを指指示示すするるももののととすするる。。  

  

  （（協協定定にに違違反反ししたた場場合合のの措措置置））  

第第 55 条条  乙乙がが、、第第 33 条条第第 33 項項又又はは前前条条第第 22 項項のの定定めめにによよるる甲甲のの指指示示にに従従わわずず、、甲甲がが貸貸しし付付けけたた農農地地等等のの

全全部部又又はは一一部部ににつついいてて適適正正にに耕耕作作又又はは養養畜畜のの事事業業のの用用にに供供ししてていいなないいとと認認めめらられれるる場場合合ににおおいいてて、、当当

該該農農地地等等のの賃賃貸貸借借又又はは使使用用貸貸借借にに係係るる契契約約ににつついいてて、、甲甲はは当当該該契契約約をを解解除除すするるももののととすするる。。  

  

  （（原原状状回回復復））  

第第 66 条条  乙乙はは、、前前条条のの定定めめにによよりり賃賃貸貸借借又又はは使使用用貸貸借借にに係係るる契契約約がが解解除除さされれたた場場合合はは、、乙乙のの負負担担でで直直ちち

にに第第 11 条条のの表表右右欄欄のの農農地地等等をを原原状状にに回回復復ししてて、、甲甲にに返返還還ししななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（管管轄轄裁裁判判所所））  

第第 77 条条  ここのの協協定定かからら生生じじるる一一切切のの法法律律関関係係にに基基づづくく訴訴ええににつついいててはは、、甲甲のの所所在在地地をを管管轄轄すするる地地方方裁裁判判

所所ををももっってて管管轄轄裁裁判判所所ととすするる。。  

  

  （（疑疑義義のの決決定定等等））  

第第 88 条条  ここのの協協定定のの各各条条項項ににつついいてて疑疑義義がが生生じじたたとときき、、又又ははここのの協協定定にに定定めめののなないい事事項項ににつついいててはは、、甲甲、、

乙乙協協議議ののううええ定定めめるるももののととすするる。。  

  

  

  甲甲、、乙乙はは、、本本協協定定のの締締結結のの証証ととししてて本本書書をを 22 通通作作成成しし、、そそれれぞぞれれ記記入入押押印印ののううええ、、そそれれぞぞれれ 11 通通をを保保有有

すするる。。  

  

  

  平平成成○○○○年年○○○○月月○○○○日日  

  

所所在在地地  岩岩手手県県遠遠野野市市東東舘舘町町 88 番番 1122 号号  

甲甲    名名    称称  遠遠野野市市  

代代表表者者名名  遠遠野野市市長長  本本田田  敏敏秋秋  

  

所所在在地地  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

乙乙    名名    称称  ○○○○○○○○○○○○○○○○  

代代表表者者名名  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  

  

公印 

押印

見 本 

 これはあくまで見本です。 

 事業内容や特定法人の実

態に応じて、それぞれの協定

書をつくることになります。 

 


